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規 則

北海道行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７０号

北海道行政組織規則の一部を改正する規則
北海道行政組織規則（昭和４１年北海道規則第２１号）の一部を次のように改正する。
第２９条の表中
「
北海道森林づくり審議会 総務課

」
を削り、「林務局森林計画課」を「総務課」に改める。
第３９条地域振興部の事項第２号中「檜山支庁にあっては檜山森づくりセンター、宗谷支庁
にあっては宗谷森づくりセンター及び根室支庁にあっては根室森づくりセンターの財務を含
む」を「総括に関することに限る」に改める。
第４０条総務課の事項第５号中「経理」の次に「の総括」を加え、同事項第６号中「及び計
算証明」を削り、同事項中第７号及び第８号を削り、第９号を第７号とし、第１０号を第８号
とし、第１１号を第９号とし、同事項第１２号中「管理」の次に「の総括」を加え、同事項中同
号を第１０号とし、第１３号を第１１号とし、第１４号から第１６号までを２号ずつ繰り上げる。

附 則

この規則は、平成２１年８月１日から施行する。ただし、第２９条の表の改正規定は、同年９
月１１日から施行する。

北海道財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年７月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７１号

北海道財務規則の一部を改正する規則
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）の一部を次のように改正する。
目次中「第１９４条」を「第１９４条の２」に改める。
第３条第２項第４号中「総務課長」を「総務課主幹」に改める。
第５条第１項及び第２項中「本庁の所掌する事務並びに知事の指定する部局、地方部局及
び地方公所の所掌する事務に係る」を削り、同条第３項中「次項第６号」を「次項第２号」
に改め、同条第４項第１号を削り、同項第２号中「こと」の次に「（歳入歳出外現金及び基
金に係るものを除く。）」を加え、同号を同項第１号とし、同項第３号から第５号までを削
り、同項第６号を同項第２号とする。
第８条第１項中「第５条の規定により会計管理者の権限の委任を受けた出納員」を「本庁
出納員」に改める。
第８条の２第１項中「前条のほか、第５条の規定により会計管理者の権限の委任を受け
た」を「出納局総務課に置かれた」に改める。
第１１条の２第４項中「より」の次に「出納局総務課に置かれた」を加える。
第１７条の見出し中「支払期限」を「支出期限」に改め、同条第１項中「支払」を「支出」
に、「出納員」を「部局の長」に改め、同条第２項中「支払期限」を「支出期限」に改める。
第３０条第３項中「当該部局の出納事務を所掌する出納員」を「支庁等出納員（第５条第４
項又は第５項の規定により当該部局の所掌する事務に係る会計管理者の権限の委任を受けた
出納員をいう。第３４条の２第２項において同じ。）」に改める。
第３４条の２第２項中「又は当該部局の出納事務を所掌する出納員」を「及び支庁等出納
員」に改める。
第５２条第１項中「、出納員」を削る。
第６４条中「又は出納員」を削る。
第６８条第１項中「これを」及び「又は出納員」を削り、「送付し」を「戻出を命令し」に
改め、同条第２項中「又は出納員」を削り、「前項の規定により」を「第２項の規定によ
る」に改め、「送付」の次に「又は前項の規定による通知」を加え、同項を同条第４項とし、
同条第１項の次に次の２項を加える。
２ 前項の規定による命令は、当該戻出命令書を会計管理者又は出納員に送付することによ
り行うものとする。
３ 出納員は、前項の規定による戻出命令書の送付を受けたときは、その内容を会計管理者
に通知しなければならない。
第８１条第２項中「又は出納員」を削り、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、
第２項の次に次の１項を加える。
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３ 前項の規定による命令は、当該支出命令書を会計管理者又は出納員に送付することによ
り行うものとする。
第８９条に次の１項を加える。
３ 出納員は、支出命令の審査を終わったときは、当該支出命令の内容を会計管理者に通知
しなければならない。
第９１条第１項中「又は出納員」を削り、「交付し」を「振り出し、又は出納員をして振り
出させ」に改め、同条第３項を次のように改める。
３ 会計管理者は、出納員をして小切手を振り出させるときは、支払指示書を指定金融機関
に交付しなければならない。
第９１条第４項中「出納員」の次に「の小切手の振出し」を加える。
第９２条第１項中「又は出納員」を削り、同条第３項を次のように改める。
３ 会計管理者は、部局に置かれた出納員が審査をした支出命令に基づく支払に係る前項の
支払証及び現金支払一覧表については、同項の規定にかかわらず、当該出納員をして指定
金融機関に交付させるものとする。
第９２条第４項を削る。
第９３条第１項中「又は出納員」を削り、同条第３項を次のように改める。
３ 会計管理者は、部局に置かれた出納員が審査をした支出命令に基づく支払に係る官公署
等の発行する納入告知書等については、前項の規定にかかわらず、当該出納員をして指定
金融機関に交付させるものとする。この場合において、当該出納員は、官公署等の発行す
る納入告知書等に納入告知書等送付書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。
第９３条第４項を削る。
第９４条第１項中「又は出納員」を削り、同条第３項を次のように改める。
３ 会計管理者は、部局に置かれた出納員が審査をした支出命令に基づく支払に係る前項に
規定する書類については、同項の規定にかかわらず、当該出納員をして指定金融機関に交
付させるものとする。この場合において、当該出納員は、同項に規定する書類に納入告知
書等送付書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。
第９４条第４項を削る。
第９５条第１項中「又は出納員」を削り、同条第３項を削り、同条第４項中「又は出納員」
を削り、「第２項又は前項後段」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第３項とする。
第９７条第１項及び第２項中「又は出納員」を削り、同条第４項を削り、同条第５項中「又
は出納員」を削り、「第３項又は前項後段」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第４
項とし、同条第６項中「又は出納員」を削り、「ときは」の次に「、債権者に対し」を加え、
「訂正し、これを債権者に返付し」を「訂正してこれを返付し、又は変更後の支払場所に係
る支払通知書を作成して交付し」に改め、後段を削り、同項を同条第５項とし、同条第７項
中「前項前段」を「前項」に改め、「又は同項後段の規定による通知を受けたとき」を削り、

同項を同条第６項とする。
第９８条第１項中「又は出納員」を削り、同条第３項を削る。
第１０１条第１項中「又は出納員」を削り、同項に後段として次のように加える。
指定金融機関に支払指示書又は公金振替書を交付したときも同様とする。
第１０１条第２項中「会計管理者は、指定金融機関に支払指示書又は公金振替書」を「出納
員は、債権者に小切手」に改める。
第１０２条中「又は出納員」を削る。
第１１１条第１項中「支出命令書を会計管理者又は出納員に送付した」を「支出をした」に
改め、「又は出納員」を削り、同条第２項及び第３項を次のように改める。
２ 前項の更正命令は、当該支出更正命令書を会計管理者又は出納員に送付することにより
発するものとする。
３ 出納員は、前項の規定による支出更正命令書の送付を受けたときは、その内容を会計管
理者に通知しなければならない。
第１１１条に次の１項を加える。
４ 会計管理者は、第２項の規定による支出更正命令書の送付又は前項の規定による通知を
受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。この場合において、当該更正
が所属年度又は会計区分に係るものであるときは、更正請求書を指定金融機関に送付しな
ければならない。
第１１３条第１項中「返納人に対し返納通知書を」を「戻入命令書により戻入を決定し、こ
れを会計管理者又は出納員に」に改め、同条第４項を削り、同条第３項中「第１項前段」を
「第１項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同
項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。
２ 支出命令者は、前項の規定による戻入の決定をしたときは、返納通知書を作成して返納
人に送付するものとする。
第１１３条第５項及び第６項を次のように改める。
５ 出納員は、前項において準用する第１項後段の規定による戻入命令書の送付を受けたと
きは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
６ 会計管理者は、第４項において準用する第１項後段の規定による戻入命令書の送付又は
前項の規定による通知を受けたときは、現金支払前定額戻入通知書を指定金融機関に送付
しなければならない。
第１１３条第７項中「第８１条第４項」を「第８１条第５項」に改める。
第１１５条第１項中「又は出納員」を削り、「第９７条第５項」を「第９７条第４項」に改め、
後段を削り、同条第２項中「前項前段」を「前項」に改め、「又は同項後段の規定による通
知を受けたとき」を削る。
第１１６条第１項中「又は出納員」及び「出納員にあっては会計管理者を経て、」を削る。
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第１１７条第１項中「又は出納員」を削り、後段を削り、同条第２項中「前項前段」を「前
項」に改め、「又は同項後段の規定による通知を受けたとき」を削る。
第１１９条第１項中「又は出納員」を削り、「その振り出した」を「第９１条の規定により振
り出し、又は出納員をして振り出させた」に改める。
第１２３条第３項中「第８１条第３項及び第４項」を「第８１条第４項及び第５項」に改める。
第１４０条第１号中「出納員」を「本庁出納員」に改める。
第２９２条ただし書中「又は出納員」を削る。
第２９９条中「又は第３項後段」を削る。
第３１０条中「第９７条第７項」を「第９７条第６項」に改める。
第３１１条中「第１１１条第３項」を「第１１１条第４項後段」に改める。
第３１２条第１項中「第２項」を「第３項」に改め、同条第２項中「第１１３条第４項又は第６
項」を「第１１３条第６項」に改める。
第３２０条第２項中「又は出納員」を削る。
第３２２条第１項を次のように改める。
本庁出納員は、歳入及び歳出について、毎月、収入計算書及び支出計算書を作成し、そ
の計数を確認の上、その結果を翌月１５日までに、収入状況報告書及び支出状況報告書によ
り、会計管理者に報告しなければならない。
第３２２条第２項中「出納員（本庁にあっては、本庁出納員）」を「本庁出納員」に改める。
第３２３条中「当該出納事務を所管する」及び「（以下この章において「所管出納員」とい
う。）」を削る。
第３２５条第３項中「所管出納員」を「会計管理者又は出納員」に改める。
第３３８条第２項中「第１０１条第２項」を「第１０１条第１項後段」に改め、同条第３項中「所
管出納員」を「会計管理者又は出納員」に改める。
第３３９条第３項中「前条第２項から第４項まで」を「前条第３項及び第４項（本庁出納員
にあっては、同条第２項から第４項まで）」に改める。
第３５８条第１項第９号中「支出簿及び」を削る。

「その３ 支払通知書（隔地払（郵便貯金銀行以外）） ９７
別記様式目次中 その４ 支払通知書（口座振替払） ９５ を

その５ 支払通知書（隔地払（郵便貯金銀行等）） ９７」
「その３ 支払通知書（隔地払（郵便貯金銀行以外）） ９７」に改める。
第２６号様式その１からその３までを削り、同様式その４中「（部 局 名 ・ 出 納 員）」

を削り、
「
差出人住所

」
を
「

発行元

」
に改め、

「
口座振替払

」
を削り、同様式その４《注

意事項》２中「この支払通知書を発行した会計管理者又は出納員（表面の差出人住所及びＴ
ＥＬ）」を「表面の発行元」に改め、同様式その４末尾欄外注１の事項中「で個人情報を保
護する必要がある場合」を削り、同注２の事項中「圧着して」を「圧着し、又は封筒に入れ
て」に改め、同様式その４末尾欄外中「３０６ミリメートル」を「２９７ミリメートル」に改め、
同様式その４を同様式その１とし、同様式その５中「（部 局 名 ・ 出 納 員）」を削り、
「
差出人住所

」
を
「

発行元

」
に改め、同様式その５《注意事項》２中「この支払通知書を発

行した会計管理者又は出納員（表面の差出人住所及びＴＥＬ）」を「表面の発行元」に改め、
同様式その５末尾欄外注１の事項中「で個人情報を保護する必要がある場合」を削り、同注
２の事項中「圧着して」を「圧着し、又は封筒に入れて」に改め、同様式その５末尾欄外中
「３０６ミリメートル」を「２９７ミリメートル」に改め、同様式その５を同様式その２とし、同
様式その２の次に次の１様式を加える。
第２６号様式その３（第９７条）
（表面）

様

《支払通知書》（裏面をお読みください。）

部課（部局）名

経 費 名
（支出命令番号） （ ）

金 額 円

送金取組年月日 年 月 日 通知書番号

支 出 方 法 隔 地 払 出納員コード 年 度
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支 払 場 所

送金依頼人 北海道会計管理者 送金取組店 銀行 店

上記の支払場所に、この支払通知書を提示し、記載されている金額を
お受け取りください。

北 海 道 会 計 管 理 者 �

発行元
ＴＥＬ （ ） （内線 ）

（裏面）

《注意事項》
１ 表面に記載されている金額を金融機関で受け取るときは、受取人は、
下の「領収証書」欄に日付及び氏名を記入し、印を押してください。
なお、受取人が法人であるときは、法人名のほか代表権のある者の氏
名を記入し、印を押してください。
２ 印紙税法の規定により、印紙税を納めることとなっている場合には、
所定の額に相当する収入印紙をはり、消印してください。
３ 賃金等、代理人が受け取ることができないもの以外の現金の受取を他
の人に委任するときは、下の「委任状」欄に日付、代理人の氏名及び委
任者の氏名を記入し、委任者の印を押してください。この場合、代理人
は下の「領収証書」欄に「代理人」であることを付記し、記名して印を
押してください。
４ この支払通知書により現金を受け取るときは、受取人又はその代理人
であることを証する書面（運転免許証、健康保険証等）を持参してくだ
さい。
５ この支払通知書を亡失したときは、直ちに支払を受ける金融機関に届
け出て、支払の停止を請求し、未払証明を受けて、表面の発行元に届け
出てください。
６ この支払通知書の送金取組年月日から１年を過ぎると、現金を受け取
ることができません。その場合、表面の発行元にこの支払通知書を添え
て速やかに支払を請求してください。
７ 金額、氏名等の誤り又は不明な点があるときは、表面の発行元に連絡
してください。

委 任 状
（代理人氏名）

表面金額の受取を に委任しました。
年 月 日

（委任者）氏名 �

領 収 証 書

表面金額を受け取りました。

年 月 日
氏名 �

収入印紙
�

注１ この様式は、ゆうちょ銀行以外の金融機関を支払場所とする隔地払に使用す
る。
２ この支払通知書は、封筒に入れて送付する。

（用紙の大きさは、郵便はがき大とする。）
第３１号様式及び第３２号様式中「（部局名・出納員）」を削る。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成２１年８月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道財務規則（以下「改正前の規
則」という。）の規定によりされている出納員に対する戻出命令、支出命令又は支出の更
正命令（改正前の規則第９１条第３項前段、第９２条第３項、第９３条第３項、第９４条第３項、
第９５条第３項前段、第９７条第４項前段若しくは第９８条第３項前段の規定による出納員の通
知又は改正前の規則第１１１条第２項前段の規定による更正の手続がされていないものに限
る。）については、この規則による改正後の北海道財務規則（以下「改正後の規則」とい
う。）の規定によりされた会計管理者に対する戻出命令、支出命令又は支出の更正命令と
みなす。
３ この規則の施行の際現に改正前の規則第９１条第３項前段、第９２条第３項、第９３条第３項、
第９４条第３項、第９５条第３項前段、第９７条第４項前段又は第９８条第３項前段の規定により
した通知であって戻出又は支出していないものは、改正後の規則第６８条第３項又は第８９条
第３項の規定によりした通知とみなす。
４ 改正前の規則第９７条第５項の規定に基づき出納員が送付した支払通知書は、改正後の規
則第９７条第５項及び第６項並びに第１１５条から第１１７条までの規定の適用については、改正
後の規則第９７条第４項の規定に基づき会計管理者が送付した支払通知書とみなす。
５ 改正前の規則の規定に基づき出納員がした隔地払は、改正後の規則第１２０条の規定の適
用については、改正後の規則に基づき会計管理者がした隔地払とみなす。
６ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合
においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整を
して使用することを妨げない。
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